
                             

財団法人東京ＹＭＣＡ2008 年度運営方針 

 

－ 東京ＹＭＣＡの使命 － 

東京ＹＭＣＡは、イエス・キリストによって示された愛と奉仕の精神にもとづいて、 

青少年の精神、知性、身体の全人的成長を願い、地域社会に奉仕し、公正で平和な世界を 

つくるための運動を展開する。 

― 目 的 ― 

財団法人東京ＹＭＣＡ寄付行為における目的 
 

この法人は、キリスト教精神にもとづき、青少年等の心身の健全な成長をはかるとともに

奉仕の精神を養い、もって民主的社会の発展と世界の平和に寄与することを目的とする。 

 

 

２００８年度 運営方針 

２００７年度は事業・組織・財務体質の健全運営を図ると共に、市民が望む地域社会を

市民が形成する「市民社会形成」の実現に向けてスタートした年であった。又、地域行政

との協働事業を通して、ＹＭＣＡミッションを拡げた年でもあった。厳しい中ではあるが、

財務的にも良好に推移したと言えよう。 
２００８年度は、公益法人制度改革に伴い、公益性を確認し、青少年健全育成を基とす

る公益活動を展開し、公益財団法人の認定を目指す大切な年である。また、財政再建計画

の最終年度にあたり、主要な事業のひとつである学校事業が、大学全入時代という社会状

況の中で苦戦が予想される中、組織総体として健全な運営を図る事に意を注ぎたい。 
東京ＹＭＣＡの使命に賛同する会員（個人・法人）・ボランティアと共に、使命達成に力

を合わせ、公正で平和な世界をつくり、青少年の健全育成を行うと共に、常に弱い立場に

おかれた人々、YMCA を必要とする人々と共にある働きを進める。 
 

 

 

 

 



― ２００８年度事業計画 ― 

 
寄付行為に定めた目的を達成するため事業について以下のとおり計画する。 

 
 
１ 小集団活動を実施する 

  「共に支えあう相互関係つくり」として小集団活動の手法を用い、青少年育成・野
外活動・障がい児・者プログラムをはじめ全ての事業をとおして進展させ、一人ひと
りのいのちの大切さを培う。 
 

（１） 青少年健全育成プログラムを行う 
（２） 障がい児・者へのプログラムを行う 
（３） 居場所プログラムを実施し、一人ひとりの命を大切にする 
 
 

２ 体育、レクリエーション、キャンプ、野外活動等を実施する 
幼児・青少年の心身共なる成長、及び、成人・高齢者の健康増進と維持を願って、

体育、レクリエーション、キャンプ、野外活動等を実施し、より良い生き方、生活
を築くウエルネスプログラムを推進する。 
 

（１） 幼児、青少年への体育プログラムを行い、生涯に亘って運動・スポーツを親
しむ基礎を養う。 

（２） 成人の健康増進を図るプログラムを展開する。 
（３） 高齢者介護予防プログラムを展開する 

 
 

３ 語学、職能教育を実施する 
国際理解推進の基盤として語学教育を位置づけると共に、幼少よりの語学教育事

業を強化する。また専門学校は定員数を確保し、質の高い指導を行い、社会に必要
とされる人間を育成する。 
 

（１） 語学教育を行い、国際理解の基を築く 
（２） インターナショナルスクールを運営する。 
（３） 専門学校を運営する。（ホテリエ育成、社会体育並びに保育専門従事者の育成） 
 
 

４ 講座、講習会、研修会等を開催する 
  時代状況を読み取り、地域・国際社会の課題を見出して、啓発的な講座、講習

会、研修会等の事業を実施する。 
 

（１） 国際理解講座、ボランティアコーディネーター養成講座、市民講座、環境教
育プログラムを行う 

 
 
 
 
 
 
５ 国際交流等の活動を実施する 

国際青少年団体として、各国ＹＭＣＡとのパートナーシップを発展させ、また、



国際交流を進展させ、国際化に適う青少年育成を図る。同時に、国内では在日外国
人生活支援活動を行う。 
 

（１） パートナーシッププログラムを検証し、発展させる 
（フロストバレー･バングラデシュ・北京・ハワイ島・ソウル） 

（２） 青少年の国際交流を進展させる。 
（３） 在日外国人支援として生活情報を提供する。 

 
 
６ 社会奉仕活動を実施する 

地域社会ネットワークの一員となりコミュニティ形成を担い、社会において弱い
立場に立たせられている人々と共に生きるための活動を行う。 

 
（１） ボランティアによる活動を推進する 
（２） 地域社会との協働活動を行う 
（３） 地域ネットワークの一員としての役割を担う。 

 
７ 幼児教育を実施する 

子どものいのちを育む幼児教育活動を、保護者・地域の人々と共に展開する。 
 

（１） チャイルドケア事業を運営する 
（２） 乳幼児保育事業を運営する。 
（３） 子育て支援プログラムを行う。 
（４） 児童館・学童保育の運営を行う。 

 
８ 施設を提供する 

野外教育プログラムの実践をとおした青少年育成の場とし、指導・プログラム･
施設提供を行う。 
 

（１） 諸団体の野外環境教育プログラムへの施設提供を行う 
（２） NPO、国際協力団体への施設提供を行う 

 
９ その他目的を達成するために必要なことを実施する 

 
寄付行為における８事業の他、目的を達成するための事業を展開する。 
特に、ＹＭＣＡの行う多くの奉仕活動や事業支援を、ＹＭＣＡ使命に賛同する 
会員（個人・法人団体）を中心とする協力者と共に展開し、事業支援のための 
ファンド形成を行う。 

 
（１） 奉仕者としての会員を中心とする地域奉仕・交流活動を行う 
（２） 公益性事業進展のため国際協力基金、奨学基金、そして、フレンドシップファン

ドなどを強化していく 
 
 

 

２００８年度  

重 点 事 項 



１ 公益法人としての働きを展開する。 
 a 公益法人制度改革に伴い公益財団法人の認定を目指す 
 b 寄付行為目的事業を推進し、特に青少年健全育成に寄与する 
 c 健全な財務運営を行う 
２ 市民社会の実現に関わる 
 a 各事業が市民社会の形成に関わり、会員部がその働きの核となる 
 b 支え合う社会創りのためにボランティア活動を展開する 
 c 市民社会形成のため目的を共有する団体との連携を深め、積極的な活動を行う 
 d 社会状況やニーズに対応し、研究・提言活動を行う 
３ 持続可能な組織づくりと共に安定した事業運営を行う  
 a 教育事業の充実を図る 

1） 専門学校の定員数確保とキリスト教主義学校としての質の高い指導を行う 
    ２） 時代の要請に適った総合的教育事業の研究を行う 
   ３） ＴＹＩＳにおいて社会的認知を受けるための資格取得を目指す 
 b 野外教育センター・キャンプの有効活用を推進する 
   １） 各センターの特色（コンセプト）を明確にし利用者の拡大を図る 
   ２） 各センターの通年運営を行う 
   ３） 妙高高原ロッジ整備計画を実施し、募金活動を展開する  
   c チャイルドケア事業、児童館事業を充実させる 
   １） チャイルドケア事業の指導基準作成、指導者養成を積極的に行う 
   ２） 児童館・学童保育を積極的に展開する 
   d 中・長期計画を策定する 

１）将来に向かい、東京ＹＭＣＡの働きが発展的に展開できるよう計画を定め、対

応する。 
 ４ 国際理解・協力をとおして平和に寄与する 
  a 国際交流、国際理解、そして、国際協力を積極的に行い、アジアのＹＭＣＡの一員

としての役割を担う 
  b パートナーシップを通して国際交流活動を行う 
  c 国際ＮＧＯとして国内外の団体と積極的に連携する 
 ５ 寄付文化を形成し、基金を充実させる 
  a 賛助会を中心に企業からの活動支援制度を展開する 
  b 遺贈制度を引き続き告知する 
  c フレンドシップファンドを拡大する 
  d 奨学金基金を拡大するため liby 等の後援会、専門学校校友会組織を充実させる 


